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環境コス トの会計処理と開示をめぐる論点
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は じ め に

環境問題への関心が高まる中、「持続可能な発展」 に向けて様々な角度から多くの提案が

な さ れ て い る。 会 計 の 領 蜘 こお い て も、 企 業 会 計 の 理 論 や実 務 に 「環 境」 を 取 り 入 れ る こ と

の 必壌 性 が 今 日 強 く 認 識 さ れ る に 至 っ て い る が、 現 行 の 企 業 会計 制 度 の 下 で は、 「環 境」 の

影 響 が 必 ず し も 適 切 に 反 映 さ れ て い る と は い え ず、 ま た、 現 境 会 計 を め ぐ る 論 点 が 明 確 に さ

れ て い る と も い え な い 状 況 に あ る。

本 稿 は、 こ の よ う な 状 況 を 踏 ま え て、 アメ リ カ で の 実 態 調 査 を もと に、 現 境 コ ス ト を め ぐ

る 会 計 処 理 と開 示 の 実 態 を 紹 介 し、 か っ、 こ れ に 関 連 し て 現 行 の 財 務 会 計 制 度 の 枠 内 で どの

よ う な 問 題 点 が認 め ら れ る か を 明 らか に し よ う と す る も の で あ る。 そ こ で、 以 下 に お い て は

ま ず 現 境 コ ス ト の意 義 と 範 囲 を と り あ げ、 さ ら に 現 境 費用 ・ 現 境 負 債 の 会 計 処 理 お よ ぴ 開 示

の 現 状 と 間 題 点 を論 じ る こ と と す る。

こ こ で 手 が か り と し て用 い る の は、 プラ イ ス ウ ォ ータ ーハ ウ ス 会 計 事 務 所 が１９９２年 夏 に 実

施 し た 実 態 調 査 （以 下、 調 査 と よ ぷ） で あ る１〕
。 こ れ は 現 境 浄 化 冒 用 お よ び 環境 浄 化 負 債 を

中 心 と し た も の で、 幅 広 い業 種 の 環 境 問 題 に 直 面 して い る と 思 わ れ る 企 業５２３社 か ら 碍 ら れ

た 回 答 に も と づ い て い 孔 な お、 環 境 負 債 に つ い て は、 童 要 な 現 境 負 債 に 直 面 す る 企 業２３６

社 に 限 定 し、 そ こ か ら回 答 を 得 た も の で あ る。

■． 環 境］ ス トの意 業と 竈 田

１． 環 境 コ ス ト の 意 義

は じめ に、 環 境 コ ス ト を め ぐる 論 点 を整 理 し て おく こ と と す る。 図 表 １ が こ れを 簡 略 に 示

し て い る。

図 表 １ 環 境 コ ス トと そ の 論 点
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（図表３）
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る環 境 負 値 の 開 示

（図表８）



６４ 環 境 コ ス ト の 会 計 処 理 と 開 示 を め ぐる 論点 （谷 口）

現境コストとは・傘業に ヤ て羊と：して 醐 対苧に手てられ亭負担ｇ干キ牽いう 納 境コ

ス ト の 借 方 に お け る 認 識 額 と し そ の 現 境 費用 は、 そ の 性 質 に も と づ い て、 当 期 に 費 用 化 さ れ

る も の と
、 資 産 化 さ れ 将 来 の 費 用 と な る

．
も の と に 分 け ら れ る

ｇ
さ ら に、 将 来 の 環 境 支 出 を 環

境負債とし、 発生の可能性が高くかっ合理的見種が可能であるならぱ、 財務諸表上で負債

（引 当 金 に 該 当 す る） と し て 認 識 さ れ る。 こ こ で、 環 境 負 債 と は、 用 地 の 浄 化、 汚 染 の 除 去

等 を 目 的 と し た、 企 業 の 将 来 の経 済 的 便 益 を 増 加 さ せ な いコ ス ト で、 企 業 の 浄 花 義 務 が 発 生

し て い る あ る い は 発 隼 す る と 見 込 ま れ る が、 未 だ 解 決 の な さ れ て い な い 環 境 対 策 に っ い て の

コ ス ト であ る。 な お、 現 境 負 債 は、 現 在 の 浄 化 簑 務 に 対 す る 環 境 負 債 と 将 来 の 浄 化 義 務 に 対

す る 環 境負 債 ξ に 区 分 さ れ る。 ま た、 計 上 条 件 を 満 た さ な い負 債 は、 財 務 報 告 の そ の 他 の 箇

所 で開 示 さ れ る。

２． 現 境 コ ス ト の 範 囲

環 埠 を め ぐる 会 計 問 題 に と っ て 重 要 な こ と が ら は、 ま ず、 ど の 項 目 を 環 境 ユス トに 含 め る

か と い う 問 湾 で あ る。 こ の 問 題 を 論 じ る あ た
．
り、 企 業 が ど の よ う な 項 目 を 現 境 浄 化コ ス ト に

含 め て い る か に っ い て の 調 査 結 果 （図 表．２） を みて みよ う。

図表２ 環境浄化コストに含められる項目

① 対 策 の 実 施‘こ関 す る 外 部 委 託 料 金
，

②規制当局からの用地浄化賞用の請求額

③浄化調査／実行可能性調査に関する費用

④閉鎖用地の 「永久管理冒用」

⑤対策の実施に関する内部支払その他の費用

⑥環境汚染の結果消却された資産

⑦現在の排出削減のためρ資本投資

⑧浄化待ち用地の維持資用

⑨ 排 出 最 小 化 ま た は削 減計 画 の 営 業 賓用・

⑩廃棄物排出の統制または削減に利用される

資本設備の減価償却費および保守費用
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図 表 ２ を みる と、 現 境 浄 花 コ ス ト に 含 め る 項 目 に っ い て、 企 業 の 扱 い が多 様 で あ る こ と が

わ か る。 こ れ は、 環 境 コ ス ト に 関 す る 具 体 的 な 基 準 が 明 ら か に さ れ て い な い た め で あ る と 考

え ら れ る。 こ の 点 を 改 善 す る に は、 環 境対 策 の 定 義 と そ れ に も と づ く 環 境 コ ス ト の定 義 を 明

確 に す る こ と が 必 要 とな る。

皿． 環境資用と環境負債の会計処理

１． 環 境 費用 の 会 計 処 理

環境費用の会計処理に関連すると思われる各国の基準等が、 図表３の環境費用の会計処理

欄 に 示 さ れ てい る。

図 表 ３ に よ れ ば・ 現 境 費 用 の 会 計 処 理 基 準 の 多く は、 当 期 に 費 用 化 す る かあ る い は 資 産 化

し て 資 産 と して 計 上 す る か を 内 容 と し て い るこ と が わ か る。 こ の 点 に 関 す る基 準 は、 環 境 費

用 に 限 ら ず、 資 産 化 処理 に 関 す る 基 準 があ る 程 度 整 備 さ れ て い る こ と に よ り、 一般 的 に ほ ぼ

確 立 さ れ て い る よ う で あ る。

な か で も・ ア メ リ カ で は・ 環 境 賓 用 に 焦 点 を 絞 り、 ＦＡＳＢ の 緊 急 間 題 専 門 委 員 会

（Ｅｍｅｒｇｉ早ｇＩｓｓｕ６ｓ Ｔａｓｋ Ｆｏｒｃｅ） よ り ＥＩＴＦ ｇＯ－８ 「環 境 汚 染 処 理 費 用 の 資 産 化」 （図 表 ３ 参 照）

が公 表さ れ て い る２〕
。 し か し、 調 査 で は、 大 部 分 の 企 業 は ＥＩＴＦ ９０－８ を考 慮 し て も実 務 を 変

更 す る 必 要 が な い と 答 え て い る３㌧ こ の こ と は、 ＥＩＴＦ ９０－８ に よ っ て 今 ま で 以 上 に 現 境 賞 用

の 会 計 処 理 が 明 確 に さ れ た と は必 ず し も い え な い、 と い う こ と を 意 味 して い る。

ま た、 環境 費 用 は、 そ の 内 容 を 知 る こ と に よ っ て は じめ て そ の 費 用 の 重 要 性 を 判 断 す る こ

と が で き る。 例 え ぱ、．
環 境 汚 染 の 防止 の た め の 費用 は、 汚 染 発 生 後 に 支 出 さ れ る よ り 多 額 の

浄 化 費 用 よ り も効 果 的 で あ る と い え る。 実 際、 多く の 企 業 が 事 業 計 画 の実 施 に あ た り、 事 前

に 環 境 に 配 慮 した 対 策 を 検 討 して いる’〕
。 し た が っ て、 環 境 費 用 の さ ら に 明 確 な 区 分 処 理 が

必 要 と な ろ う。

２． 現 境 負 債 の 認 識

（１囲在の浄化婁務に対する現境負債の認識

こ れ に 関連 す る 基 準 と し て、 アメ リ カ に は ＳＦＡＳ５ （財 務会 計 基 準 書 第 ５ 号） 「偶 発 事 象

の 会 計 処 理」 （図 表 ３ 参 照） が 存 在 す る５）
。 こ の 要 件 の もと

、 企 業 が 実 際 に どの 時 点 で 環 境

浄化負債を認載し記録しているかを調査結果 （図表４） でみてみよう。

図表４ 環境浄化負管の記練時点

①企桑内部で発見された時点

②規制当局からの通知時点

５６％

２２％



ス ト の 会 計 処 理 と 開 示 を め ぐ る 論 点 （谷 口）環境

環境会計・環境負優の会計処理・開示に関連する各国の讐準等３表図

６６

国 際 会 計 基 準 ア メ リ カ カ ナ ダ

環

境

費

用

の

会

計

処

理

ＩＡＳ１６
「有 形 固 定 資 産 の 会

計」

曝 境 保全 を 目 的 と し

た 有 形固 定 資 産 へ の

支 出 は、 将 来 の 経 済

的 便 益を 増 加 さ せ る

た め 資産 と し て 認 識

す べき 基準 を 渚たす。
個 し、 資 産 計 上 頷 が

そ の 資産 及 ぴ関 連 有

形固 定 資産 の 回 収 可

能価 額 を超 え な い 範

囲 で 認識 が司 能。

ＥＩＴＦ９０－ ８

麟 職 曝 醗 誹 ↓
が 鰍 さ れ た

場合、 資産 化 が司 能。
ｌａ殿 備 の建 設時 あ る いは取 得 時 に 比 ぺ、 耐 用

年 数の 延 長、 生 産能 力の 上 昇、 あ る い は 設

備 の安 全性 や効 率 の改 書

１ｂ厩 に 発生 してい るあ る いは 将 来 発 生 す る で

あ ろう 現境 汚染 の 減少 ・防 止

｛Ｃ 籍 灘
目的 と して 所有 し て い る 資 産 の

ＥＩＴＦ８９－１３「アス ペス ト 除去費 用 の会 計」

既 存 資産 に使 用さ れ てい るア ス ペ ス トの 除 去

冒 用は 資産 化 が可 能。

ＣＩＣＡハ ン ドブック３０６０

躍 纏 劉
用 役 潜 在 能 力 を

高め る費 用 は改 替で あり、 資

産化 さ れる。 固定 資産 の用 益

潜 在 能 力 の 維 持 費 用 は 修 繕

であり、 費用 化 さ れる。

現
境
負
債
の
認
識
・
測
定

ＩＡＳ１Ｏ
「偶発事象及ぴ後発
事象」
回収可能分を考慮し

畿 、讐 灘 謂

産の減少や負信の発
生の可能性が高い場

墓 鰯 灘

する。計上額は、一
定の範田内における
最連の見欄額。その

轟票 鰯 雛 駿

は最少頷を計上する、

濯 鑑 臓 隅 鱗 鶴」
鰍 される場

合に計上される。
ｌａ財務詰表の作成以前に入手可能な惜報によ

纏 騎 鰹 蹴 薯婁減 鰍 は負債

ω損失金額の合理的見種が司能なこと
ＳＦＡＳ１９

鰯 １ 鰯 蜷 饅 鑓 餓 綿 却及
ぴ減価償却率の決定に際し、考慮しなけれぱ
ならない。
ＳＦＡＳ７１

蟻 灘 灘 鱗 鐵 鰯 織 裂

ＳＥＣ
費用の発生日が確定あるいは確定可能でない
限り、浄化負債の漬頷は不適切。

ＣＩＣＡハンドブック劉㎜
咽定資産」

鍵３ 麟 親 灘 纏 麟

鯛 護 雛 躍 錐 駝 幸

剥 携 欝 融 轟 鍍 番

ることを要求。
ＣＩＣＡハンドブック３２９０
「偶発事象」
次の条件を両方清たす場合、
財務詰表上で信発損失を計
上する。
｛ａ 機 嚢奮呈 纏 葛 灘

や負信の発生が確実なこ
と

ｌｂ順失金額の合理的見積が
可能なこと
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イ ギ リ ス ド イ ツ オ ラ ン ダ イ ン ド

通 常、 環 境 対 策 費 現 境 対 策 費 用 は、 以 下 に 示 す よ う な 生 産 能 力 に プ
用 は 発 生 時 に 冒 用 資 産 が 創 出 さ れ る

讐 用 は 通 常 発生 し た 時

化 さ れ る が、 経 済

ラ ス の 影 響 を 及 ぼ す 条 件 の 一 つ
と資産化さ れ債 却

点で記録さ れる。 設備

的 耐 用 年 数 の 終 了

以 上 を 満 た す 支 出 は 資 産 化 さ れ、
可 能 と な る。 既 存

が 取 得 さ れ た場 合 は 資

（増 加 し た） 耐 用 年 数 に わ た っ て
時 に 多 額 の 冒用 が 資 産 の 修 轄 費 用 は

産 化 し、 そ の 耐 用 年 数

構 却 さ れ る。
発 生 す る 場 合 は、

に わ た り 減 価 償 却 さ れ

資 産 化 でき な い。
そ の 経 済 的 耐用 年

ｌａ性 産 能 力 の 上 昇 る。 環 境 保 護 ま た は 浄

ｌｂ〕耐用年数の 延長
数 に わ た っ て 発 生

化 に 関 す る 臨 時 の 費 用
ｌＣ〕残 存 価 額 の 増 加

さ せ な け れ ぱな ら

は 適 切 な 期 間 に わ た っ
上 記 の 条 件 を 満 た さ な い 支 出 は、

な い。

て 繰 り 延 べ ら れ る。
通 常、 発 生 時 の 費用 と さ れ る。
特 別 な 状 況 で は、 浄 化 冒 用 等 の

環 境 支 出 は、 資 産 化 ・ 費 用 化 の
ど ち ら も 可 能 と な る。

ＳＳＡＰ１８ ドイ ツ 商 法２４９

「偶 発 事象 の 会計」

環 境 負 管 は、 合 理 的 に 測 定 可 能
予 期 さ れる 負 債 に

偶発 損 失 は、 発 生 の 可

な 場 合 に 記 録 さ れ る。 合 理 的 に

将来の損失の発 生
能性 の高い場合に計 上

対 して引当 金 を設
が 確 認 さ れ、 そ の

測 定 可 能 で な く と も、 財 務 詰 表 さ れ る。
定 す る 必 要 があ る。

担 失額の合理的 見
上童要な 影讐 を及 ぽす 場 合は、
偶 発債 務 と み な さ れ る。

欄 が可能である 場 将来発生す る 費用
合 は、 そ の 性 質、 は 税 控 除 さ れ な い

不 確 実 性、 財 務 上 の で、 企 業 は 商 事
の 影讐の見欄を 開 貸借対照表 と税 務

示 す る。 ま た、 見 貸 借 対 照 表 に 異 な

積 が不可能であ る る金額の計 上を 避

場 合 は そ の 旨 を 開 け る た め、 通 常、
示す ることが要求 将来の費用 は認 識
さ れ る。 さ れ な い。

ＳＳＡＰ１８ ドイ ツ 商 法２８１

「偶発事象の会計」
偶発仁 務 は財 務詰 表の 注記 に 開

環 境 に や さ し い 特

発 生 の 可 能 性 の あ る 偶

偶 発 担 失 の 開示 に

示 さ れ る。 重 要 で な い 偶 発 債 務
定 の製 品 へ の 投 貸

発 事 象 は 注 記 に 開 示 さ
は 通 常 は 開 示 さ れ な い。 環 境 負

あ た り 偶 発 事象 の

れ る。 発 生 の 可 能 性 が

額 は、 法 人 税 法 に

性 質、 損 失 の不 確 よ り加 速 構 却 が 認

優 を 含 む 負 債 は （税 引 前 の） 総 低 い 場 合 は 財 務 諸 表 で
額 で 財 務 詰 表 に 記 戦 さ れ る。

実 性、 財 務 上 の 影

は 開 示 さ れ な い。
め ら れ て い る が、

警 額 の 見 欄、 ま た そ の加 速 慣 却 に っ 環 境 問 題 に 関 し て 特 定 の 開 示 を
は 見 積 が 不 可 能 で

当該 会 計 期 聞 に 発 生 し
いて財 務詰表 の注

あ る 場 合 はそ の 事

財 務 詰 表 に 合 め る こ と は 要 求 さ

記 で 開示 が 要 求 さ

た多 額 の 費 用 は、 損 益

実 を 注 記 に 明 ら か

れ て い な い。 環 境 問 題 は、 通 常、 計算 書 上 の 臨 時 項 目 と
れ て い る。 取 締 役 会 報 告 書 に は 記 載 さ れ な

に し な け れ ぱな ら い が、 業 務 担 当 取 締 役 報 告 書 に

する。 そ の 項 目 は 全 て

な い。

財務 詰 表 の 注 記 に 開 示

記 戦 さ れ る こ と はあ る。 さ れ る。

取崎役 会報 告書での 環
境対策の開 示は要求 さ
れ て い な い。 し か し 望
ま しい と 思 わ れ る な ら

ぱ、 そ の よ う な 情 報 を

任 意 に 含 め る こ と が で

き る。

（出 所） 図 表 ３ は、 主 と して 下 記 の 記 述 に も と づ い て 作 成 し た。

Ｕｎｉｔｅｄ Ｎａｔｉｏｎｓ Ｃｅｎｔｒｅ ｏｎ Ｔｒａｎｓｎａｔｉｏｎａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎｓ
，
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａ１



６８ 環 境 コ ス ト の 会 計 処 理 と 開示 を め ぐ る 論 点 （谷 口）

③浄化調査／実行可能性調査の実施合意の署名時点 １６％

④浄化調査／実行可能性調査の実施中 ５２％

⑤浄化調査／実行可能性調査の完了時点 ２８％

⑥企業による解決の申告時点 ２０％

⑦ 浄 化 期 間 に わ た っ て 発 生 す る 費 用 と し て １５％

（出 所 ） Ｐｒｉｃｅ Ｗ ａｔｅｒｈｏｕｓｅ，ｏρ．ｃ北
．，Ｐ．

１Ｏ
．

環 境 浄 化 負 債 の記 録 時 点 が こ の よ う に 多 様 で あ る こ と の 背 景 に は、 浄 化 過 程 に 様々 な 要 因

が か か わ り、 そ れ が 環 境 負 債 の 認 識 に 多く の 不 確 実 性 を も た ら して い る こ と が あ げら れ る。

浄 化 過 程 につ い て み て み る と、 法 規 制 等 で 指 定 さ れ て い る 有 害 物 質 が 発 見 さ れ た 場 合・ 現

地調査を含む 「浄化調査」 と、 浄化方法の代替案の評価や相互比較を行う 「実行可能性調査」

が実 施 さ れ、 そ れ を も と に 最 終 的 な 浄 化 方 法 が決 定さ れ、 実 際 に 浄 化 行 動 が 行わ れる。 また、

そ れ と 並 行 し て、 浄 化 費 用 を 負 担 す る 当 事 者 やそ の 負 担 額 が 決 定 さ れ る。 し か し、 最 終 的 な

負 担 額 の 決 定 は、 貢 任 や 責 任 当 事 者 の 範 囲 が 広 く、 ま た、 他 の 当 事 者 の 法 律 上の 要 件 や 資 金

力 あ る い は 保 険 会 社 か ら の 回 収 可 能 性 に よ っ て も 大 き く 左 右 さ れる こと か ら も非 常 に 困 難 と

な る。 加 え て、 浄 化 は通 常 長 期 間 に 及 ぷ た め、 法 規 制 の 変 化 や 技 術 進 歩 によ って も不 確 実 性

が 生 じ、 環 境 負 債 の 認 識 を さ ら に 困 難 に し て い る。

しか し、 浄 化 は現 在 既 に 生 じ て い る 環 境 汚 染 に 対 す る も の で あり、 ま た、 有 害 性 や 汚 染 量

は そ の 発 見 時 点 で認 知す る こ と が 十 分 可 能 で あ る。 そ れ に も か かわ ら ず、 多 く の 企 業 が、 Ｓ

ＦＡＳ５ あ ２ っ の 条件、 特 に、 合 理 的 見 種 が 可 能 と い う 条 件 を 満 た さ な い た め に、 環 境 リ ス ク

を 知 り な が ら も会 計 上 認 識 して いな い の で あ る６〕
。 特 に、 用 地 の 浄 化 の 場 合、 有 害 物 質 の 発

見から実際に浄化賞用が支払われるまで何年にも及ぷため、 道切な時点で認識がなされない

場 合、 相 当 な期 間 に わ た り 未 計 上 の 負 債 が 存 在 す るこ と に も な り か ね な い。 環 墳 負 債 の 認 識

を先送りにするような会計上の誘因は排除されるぺきであると考え 孔

１２〕将来の浄化義務に対する環境負債の認識

こ れ は、 埋 立、 排 水 池 の 閉 鎖、 工 場 用 地 の 最 終 的 閉 鎖 等 に か か る 支 出 に つ いて で あ り、 調

査 企 業 の３９％ が 将 来 の 支 出 を 発 生 さ せ て い たτ〕
。 こ れ ら の企 業 を 対 象 と し た （上 記 の３９％ の

企 業 を１００％ と し て）、 将 来 の 環 境 支 出 の 発 生 対 象 と そ の 発 生 理 由 に っ い ての 調 査 結 果 （図 表

５） を み て み よ う。

図表５ 将来の環境コストの発生

発生対象
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埋立／用地浄化 ３９％

廃棄用地の閉鎖 ２３％

有 害 物 質 の 除 去一 １７％

製造設備の閉鎖／操業停止 １６％

そ の 他 ５％

６９

発生が必要である理由

現在の規制要求 ５２％

経営者の経験に基づく予想 ２９％

産業実務 １１％

将来の規制要求を予期して ８％

（出 所 ） 冊 ｉｃｅ Ｗ ａｔ 舳 ｏｕｓｅ， ψ．ｃ沈
．， ｐ．

２３
、

ア メ リ カ で は、 特 定 の 産 業 に 対 し て、 現 境 汚 染 が 発 生 す る 期 間、 っ ま り、 収 益 がを 得 さ れ

る期闇や設備等の利用期間にわたって将来の現境支出を発生させるよう要求する基準が存在

す る。 ＳＦＡＳ１９ 「石 油 ・ ガス 産 出 会 社 の 財 務 会 計 と 報 告」 と ＳＦＡＳ７１ 「あ る 種 の 法 的 規 制 が

もたらす影讐の会計処理」 がそれである （図表３参照）８㌧ 特定の産業にのみ基準が設けら

れ て い る の は、 こ れ らの 産 業 が、 そ れ ぞ れ の 資 産 の耐 用 年 数 を 産 出 量 に よ っ て 特 定 で き る こ

と・ ま た、 所 有 者 の 負 債 や 用 地 浄化 の 決 定 に っ い て法 規制 や実 務 上 の 経 験 に よ っ て 合 理 的 に

十 分 定 義 さ れ て い る こ と、 と い う 特 徴 を も っ か ら で あ る９）
。

他 の 産 業 に 属 す る 大 部 分 の 企 業 は、 こ の 方 法 を 適 用 して いな い。 そ の 理 由 と し て、 将 来 の

浄化簑務に対する現境負債の認識には、 現在の浄化簑務に対する環境負債の認識に伴う問題

点 に 加 え、 以 下 の 問 題 点 が あ る か らで あ 孔 第 １ に・ 多 く の 設 備 は 半永 久 的 な利 用 が 想 定 さ

れ る こ と・ 第 ２ に・ 企 業 は 一 脚 こ・ 現 境 費 用 は 売 却 あ る い は そ の 他 の処 分の 決定 が な さ れ た

時 点 で 適 切 に 認 識 で き る と み て い る こ と、 そ し て 第 ３ に、 処 分 が 決 定 さ れた 場 合 に 所 有者 が

と る べ き 設 備 の 処 分 方 法 を 特 定 す る よ う な 法 規 制 が 存 在 し な い こ と、 で あ るｉ①
。

し か し、 将 来 の 浄 化 義務 は、 現 在 ま た は 過 去 の 営 業 活 動 に 起 因 す る も の で あ り、 相 当す る

期間の収益に対応させるべきであ 孔 企業が将来の現境コストを発生させる理由、 または一

般 の 製 造 業 が 環 境 負 債 を 認 識 し な い 理 由 と して、
Ｌ 法規 制 に よ る 要 求 の 有 無 に よ る と こ ろ が犬

き い が、 負 債 と して の 認 識 に は、 少 なく と も、 法規 制 等 に よ る 強 制 力 を 持 っ た 要 件 の 存 在 は

必要でない。 将来の支出の可能性が高い場合には、 将来の除去や用地浄化等のため６負債を

認 識 す る こ と が 必腰 で あ る。



７０ 環 境 コ ス ト の 会 計 処 理 と 開 示 を め ぐ る 論 点 （谷口）

３
． 環 境 負 債 の測 定

認 識 さ れ た現 境負 債 の 測 定 に は、 どの よ う な 要 因 が 考 慮 さ れ るの で あ ろ う か。 用 地 の 浄 化

負債の測定に際して、 どの要因をどの程度重視するのかにっいての調査結果 （図表６） をみ

て み よ う。

図表６ 浄化負噴の測定に影響する要因の重要度

重要性高 重要性低

１ ２ ３ ４ ５ ６ ７

・用 地 の 種 類

・ 関 連 す る 規 制

・浄化方法や技術に関する不確実性

・潜在的責任当事者の数

・他の潜在的買任当事者の資金力

・ 過 去 の 経 験

・ 保 険 回 収 額

（ 出 所 ） Ｐｒｉ㏄ Ｗ ａｔｅｒｈｏｕｓ６， ｏρ、 ｃｉｔ、，ｐ．
１４

。

環 境 浄 化 負 債 の 測 定 に は、 会 計、 規 制、 技 術 等 の 多 く の 要 因 が相 互 に 関 連 し て お り・ 企 業

が そ れ らを 重 視 し て い る こ と が う か が え る。 こ の よ う な 要 因 が 現 境 負 債 の 測 定 に 与 え る 影 響

は複雑であり、 また、 潜在的責任当事者間の最終負担額は最終的な解決がなされるまで決定

さ れ な い。 し か し、 そ の 時 点 ま で 測 定 を 先延 ば し す る の は明 ら か に 不 適 切 で あ る パ ＥＣは、

環 境 浄 化 負 債 の 見 積 に あ た っ て は入 手 可 能 な あ ら ゆ る 情 報 を利 用 し、 見 積 を 調 査 の 完 了 ま で

先 送 り に す べ き で な い と 述 べ て い るｕ〕
。 ま た、 ＳＥＣ は、 技 術 進 歩 を 想 定 す る こ と を 認 め ず、

即 ち、 浄 化 負 債 は 既 存 の 技 術 に 基 づ い て 見 積 ら れ る べ き で あ る と し て お り岨〕
、 浄 化 コ ス ト の

測定における技術的不確実性を排除してい 孔

さ ら に、 負 債 の 金 額 は最 善 の 見積 額 で な け れ ぱ な ら な い が、 そ の 金 額カ レ 定の 範囲 を伴 い、

そ の 範 囲 内 で 適 切 な 見 積 が な さ れ な い 場 合 に は、 少 な く と も 最 少 額 が 計 上 さ れる べき であ る。

ｌＶ． 環 境費 用 と環 境負 債 の開 示

１． 環 境 設 備 投 資 の 開示

環 境 に 関連 す る 設備 投 資 に っ い て は、 調 査 企 業 の４１％ が、 資 本 的 支 出 の 開 示 を 財 務 報 告
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（多 く は、 財務 諸 表 外） に含 め て い た１３〕。 ま た、 国 連 によ る、 環 境 対 策 の 財 務 上 の 影 讐 に 関

す る 情 報 開 示 の 調 査 に よ れ ば・ 財 務 情 報 の 中 で・ 資 本 的 支 出 が 最 も多 く 開 示 さ れ て お り・ 開

示 水 準 も 上 記 の 調 査 と ほ ぼ 同 様 で あ っ た阯〕
。 し か し、 国 連 の 調 査 に おけ る 責 本 的 支 出 の 開 示

内 容 を み る と、 摂 略 的 記 述 の み で 金 額 開 示 の な い 企 業 も か な り 存 在 す るｏ
。 ま た、 支 出 金 額

を開 示 す る 企 業 に お い て も・ 当 期 の 支 出 額 は 比 較 的 よ く 開 示 さ れ て い る の に 対 し・ 将 来 の 支

出額 に つ い て 開 示 す る 企 業 は 少 な く、 闘 示 内 容 に 問 題 が 残 る皿〕
。

環 境 に 関 す る 法 律 や 規 制 が 増 加 し、 ま た、 将 来 的 に は さ ら に 増 加 し かっ 厳 しく な る で あ ろ

う と 推 測 さ れ る。 そ れ に 対 処 す る た め に、 多 く の 企 業 が 様 々 な 設 備 へ の 多 額 の 投 資 を 余 儀 な

く さ れ る で あ ろ う。 そ れ ら の 投 資 の 対 象 や、 財 務 上 の 影 響 等 に 関 す る よ り 詳細 な 開 示 が 望 ま

れ る と こ ろ で あ る。

２． 損 益計 算 書 に お け る 環 境 責 用 の 開 示

現 境 蟹用 の開 示 につ い て は・ ま ず・ 損 益 計 算書 に お い て 環 境 浄 化 賓 用 が どの 項目 に 含 ま れ

て い る の か につ い て の 調 査 結 果 （図 表 ７） を み て み よ ㌔

図表７ 標益計鼻■における環境浄化費用の開示箇所

売上高 一

売上原価 ４０％

販売費および」般管理質 ３３％

営業利益 ７３％

そ の 他 の 費用 ２７％

税引前利益 １００％

（ 出 所 ） Ｐｒｉｃｅ Ｗ ａｔｏｒｈｏｕｓｏ， ｏρ、ｃκ
．，ｐ．

２６
．

現 境 浄 化 費 用 を 営 業 費 用 と す る か 営 業 外 質 用 と す る か に 関 して、 ＳＥＣ の ＳＡＢ （Ｓｔａｆｆ

Ａ ㏄ｏ㎜ｔｉｎｇ Ｂｕ１ｌｅｔｉｎ） ６７， ＦＡＳＢ の ＥＩＴＦ ８７－４ は、 営 業 活 動 に 関 連 す る 費 用 や 収 益 は 営 業 項

目 と す る こ と を 要 求 し て い る が’可
、 一 般 に、 廃 棄 物 の大 部 分 は 営 業 活 動 に よ っ て 発 生 す る た

め、 浄化 費用 は 営 業 項 目 に 分 類 さ れ る べ き で あ る。 ま た、 経 常 項 目 と す る か 臨 時項 目 と す る

か の 区 分 に 関 し て は、 ＡＰＢ３０ （会 計 原 則 審 議 会 意 見 書 第３０号）「経 営 成 績 の 報 告」 が、 そ の

事象が通常の企業活動と明らかに関連がないあるいは偶発的である場合に臨時項目としての

分 類 が 適 当 で あ る と し て い るｏ
。 しか し、 事 実 上 全 て の 浄 化 行 動 は 過 去 の 営 業 活 動 に 起 因 す

る も の で あ り、 そ の よ う な 費用 を 臨 時 項 目 と し て 分 類 す る こ と に は 疑 問 が 残 る旧〕
。
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３． 財 務 諸 表 州 こ お け る 現 境 負 債 の 開 示 ’・ 一
． 、 一

次 に、
一現 境 負 債 に づ い て で あ る が、 財 務 諸 表 へ の 計 上 を要 求 さ れ て い る 負 債 に 関 して は、

’

他 の 負 債 と 同 様 に 開 示 さ れ る こ と に な ろ う。 従 っ て、 財務 諸表 へ の 計 上 条 件 が 未 だ 満 た さ れ一

な い 環 境 負 債 に っ い て、 財 務 諸 表 外 の どの 箇 所 で 開 示 さ れ て い る か
、 ま た そ れ を 要 求 す る 指

針 に つ い て の 調 査 結 果 （図 表 ８） を み て み る。

図表８ 環境負情の開示箇所と遣用される指針

開示箇所 負債の開示 適用される指針

財務諸表の注記 ６９％

経 営 者 の 討 議．と分 析 ６１％

法的訴訟 ５９％

事業の記述 ４１％

ＳＦ ＡＳ５ ，

Ｒｅｇｕｌａｔｉ ㎝ Ｓ－Ｋ
，

Ｂｕ１ｅ ３０３；・ＦＲ Ｒ ３６Ｉ

Ｒｅｇｕ１ａｔｉｏｎ
－Ｓ－Ｋ

，
Ｒｕ１ｅ １０３

Ｒｅｇｕ１ａｔｉｏｎ Ｓ－Ｋ
，

Ｒｕ１ｅ １０１

（ 出 所 ） Ｐｒｉｃｅ Ｗ ａｔｅｒｈｏｕｓｅ， ｏρ． ｃ北
．， Ｐ．

２８
．

財 務 諸 表 の 注 記 に 関 し て は、 ＳＦＡＳ５ が、 計 上 条 件 を 満 た さ な い 偶 発 事 象 の 開 示 を 要 求 し

て い る。 財 務 諸 表 の注 記 で の 負 債 の 開 示 が多 いの は、 環 境 負 債 の 多 く・は、 発 生 の 可 能 性 は あ

る が 合 理 的 に 見 積 が な さ れ な い た め、 注 記 で の開 示 に と ど ま っ て い る こ と によ る と思 われ る。

経 営 者 の 討 議 と 分 析 に 関 す る 要 件 は、 ＳＥＣ の レ ギ ュ レナ ショ ンＳ－Ｋ、 項 目３０３で 示 さ れ て

お り、 環 境 浄 化 負 債 の 開 示 に つ いて、 負 債総 額 と 潜 在 的 回 収 額 の 別 建 開 示 を要 求 し て いる日〕
。

レ ギュ レー ショ ン Ｓ－Ｋ、 項 目１０３ 「法 的 訴 訟」 で は、 損 害 賠 債 請 求、 潜 在 的 な 財 政 上 の 制

裁、 現 在 の資 産 額 のｉＯ％ を 超 え る資 本 的 支 出 あ る い は、 政 府 当 局 恒 より 課さ れ る１Ｏ万 ドル 以

上 の 罰 金 等 の、 事 業 や 財 政 状 態 に 重 要 な 影 響 を 及 ぼ す 現 境 問 題 の開 示 を 要求 し て い る別〕
。

レ ギュ レ ー シ … ンＳ－Ｋ、 項目１０１ 「事 業 の 記 述」 で は、 童 要 な 場 合、 当 期 と 次 期 恒 お け る

汚 染 統 制 設備 等 の 資 本 的 支 出 の 開 示 を 要 求 し て い る刻
。

ア メ リ’カ で は、 現 境 間 脚 こ継 続 的、 相 対 的 な 優 位 が 存 在 す る こ と、 情 報 の ⇒ 般 利 刷 こ対 す

る 関 心 が 高 い こ と 等 恒 より、一他 国 に 比 べ 現 境 情 報 の 開 示 が盛 ん で あ る と 思 わ れ る６ しか し、

ア メ・リ カ で な さ れ て吉い る 開 示 が｛ 企 業 の 直 面 す’る リ ス クーを 適 切 に 反 映 し て い る か と い う一と 必

ず し も そ う で は な「い。 特 に、 企 業 値 重 要 な 影 響 を 及 ぼす で あ ろ う 現 境 負 債 が、 お も 恒財 務諸

表外 で 扱 わ れ て い る現 状 は 裏 盧 す ぺ き で ある。
’ま’た、 環 境 に 関 す る 法 規 制 がよ り 厳格 になり、

企 業 に 一 層 の 財 務 負 担 を 課 す る よ う 恒な れ ぱ、 利 書 関 係 者 か 彦 の 理 解 を 得 る た め に も 十 分 な
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開 示 が 不 可 欠 と な る。 そ う す る こ と に よ っ て、 環 境 負 債 を 認 識 して い る 企 業 と そ う で な い 企

業 の 会 計 上 の不 公 平 も 低 減 さ れ、 会 計 情 報 は企 業 間 で 比 較 可 能 な も の と な る で あ ろ う。

Ｉ
Ｖ
．

む す ぴ

環境問題が企業に与える影響が増大する中、 環境に関連する財務上の影響を既存の財務会

計 の 枠 内 に 取 り 入 れ、 適 切 に 処 理、 開 示 す る 必 要 が あ り、 ま た そ れ は 実 行 可 能 かっ 有 効 な 方

法 で あ る と 考 え る。 そ う す る こ と に よ っ て、 情 報 利 用 者 へ の 情 報 開 示 の 促 進 だ けで な く、 企

業 自 身 の 環 境 意 識 の 向 上 に よ っ て 環 境 を 考 慮 し た 企 業 行 動 に っ な が る で あ ろ う と 考 え る。

現 状 で は、 環 境 間 題 の 重要 性 を 認 識 し な が ら も、 そ れ を 会 計 上 で 認 識 し て い る 企 業 はま だ

ま だ 少 なく、 会 計 基 準 を み て も環 境 問題 を 適切 に 処 理 す る 方 法 が 整備 さ れ て い る と は い え な

い。 し か し、 会 計 上 で 現 境問 題 を 積極 的 に 認 識 し よ う と す る 企 業 も少 数 な が ら 存 在 す る こ と

は、 今 後 の 環 境 会 計 の 発 展 に 犬 き な希 望 を も た ら す と い え る。 環 境間 題 へ の 対 処 は、 緊 急 か

っ 重 要 な 問 題 で あ り、 少 な く と も、 既 存 の 財務 会計 の 枠 内 で 処 理 で き る 範 囲 で、 環 境 に 配 慮

した 基 準 が 公 表 さ れ る べ き 時期 に きて いる の で は な い だ ろ う か。
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